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１【提出理由】

平成25年６月21日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本

報告書を提出するものである。

　

２【報告内容】

（１）株主総会が開催された年月日

平成25年６月21日

　

（２）決議事項の内容

　　 第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　　　　　 期末配当に関する事項

　　　　　　　　 　当社普通株式１株につき金５円

　　　　　　　　 　総額　629,995,730円

　　　　　　　　 　効力発生日　平成25年６月24日

　

　　 第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、水野明人、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、鶴岡秀樹、

ロバート・S・プッチーニ、松下真也、水野英人、成田和也、樋口良司、

七條毅、福井祥博を選任する。

　

　　 第３号議案　監査役３名選任の件

　　　　　　　　 　監査役として、的場富士雄、浜田康宏、寺澤豊を選任する。

　

　　 第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　　　　　　　　 　補欠監査役として、阿部修二を選任する。
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決

　　　されるための要件並びに当該決議の結果
　

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案 99,370 100 ─ (注)１ 可決(99.90％)

第２号議案 　 　 　 (注)２ 　

水 野  明 人 68,234 31,236 ─ 　 可決(68.60％)

加 藤  昌 治 73,325 26,145 ─ 　 可決(73.72％)

山 本  睦 朗 75,108 24,362 ─ 　 可決(75.51％)

福 本  大 介 75,104 24,366 ─ 　 可決(75.50％)

鶴 岡  秀 樹 75,108 24,362 ─ 　 可決(75.51％)

　ロバート・S・
プッチーニ

75,104 24,366 ─ 　 可決(75.50％)

松 下  真 也 75,108 24,362 ─ 　 可決(75.51％)

水 野  英 人 75,106 24,364 ─ 　 可決(75.51％)

成 田  和 也 75,099 24,371 ─ 　 可決(75.50％)

樋 口　良 司 75,100 24,370 ─ 　 可決(75.50％)

七　條　　毅 75,108 24,362 ― 　 可決(75.51％)

福 井　祥 博 77,226 22,244 ― 　 可決(77.64％)

第３号議案 　 　 　 (注)２ 　

的場　富士雄 77,627 21,843 ― 　 可決(78.04％)

浜 田　康 宏 77,423 22,047 ― 　 可決(77.84％)

寺　澤　　豊 69,072 30,398 ― 　 可決(69.44％)

第４号議案 　 　 　 (注)２ 　

阿 部　修 二 71,802 27,668 ― 　 可決(72.18％)

　　　(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

　

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
　

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたも

のの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の

株主のうち、賛否の確認ができていない議決権の数の一部を集計していない。
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